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道路メンテ　橋梁定期点検業務委託その３

設　計　書

令和５（2023）



総括表

条件付一般

　足利市全域

　千円 　　予算対比額

　橋梁定期点検

【設計理由】
　道路法に基づく橋梁の定期的な健全度の把握のため本委託を要する。

予定工期 　　月　　日～　  月　　日まで　　日間

消費税相当額

工
　
事
　
概
　
要

【橋梁点検　30橋】
30橋

工事価格

請負工事費計

予算科目
事 節款 項 目

工事名 道路メンテ　橋梁定期点検業務委託その３

工事箇所
　予算額

過不足理由

・予算措置

市・受 施　工
現　説 指　名 部長専 前金払 部分払 国・県 併　合
有・無 随　意 選考委 有・無工事番号 （回）

令和５（2023）

年度



                              

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

                                                                                                    

02 足利市                  
実施設計書　　　 当初  

05-00000000000-40

05-00000000000-40

0

0

1 実施単価    
01 安足土木管内②(旧足利)                  
0-06.01.10(0)

3 委託業務        
道路メンテ　橋梁定期点検業務委託その３.ES5                      

発注区分　　　          
旅費交通費率計上        
消費税等の率　　        

01  一般・コンサル          
12  率計上無                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

0-060110(0)  



                                        

05-00000000000-40                               

工事区分(項目)・工種・種別・細別 規　格 単  位 数量（前回）数量（今回） 　摘　　要

数量総括表 

＊＊設計業務＊＊　　　　　　　　　　　　

橋梁点検
   １式   

Y1DC000    

橋梁定期点検
   １式   

Y2DC100    

計画準備
   １式   

Y3DC110    

計画準備 幅員４ｍ程度
橋長２ｍ以上10ｍ以下       25         橋    

Y4DC111    

計画準備 幅員８ｍ程度
橋長２ｍ以上５ｍ以下        3         橋    

Y4DC111    

計画準備 幅員12ｍ程度
橋長２ｍ以上５ｍ以下        1         橋    

Y4DC111    

計画準備 幅員16ｍ程度
橋長２ｍ以上５ｍ以下        1         橋    

Y4DC111    

定期点検
   １式   

Y3DC110    

定期点検（橋梁形式） 幅員４ｍ程度
橋長２ｍ以上10ｍ以下       19         橋    

Y4DC111    

定期点検（橋梁形式） 幅員８ｍ程度
橋長２ｍ以上５ｍ以下        2         橋    

Y4DC111    

定期点検（橋梁形式） 幅員12ｍ程度
橋長２ｍ以上５ｍ以下        1         橋    

Y4DC111    

定期点検（ＢＯＸ形式） 幅員４ｍ程度
橋長２ｍ以上５ｍ以下        6         橋    

Y4DC111    

定期点検（ＢＯＸ形式） 幅員８ｍ程度
橋長２ｍ以上５ｍ以下        1         橋    

Y4DC111    

定期点検（ＢＯＸ形式） 幅員16ｍ程度
橋長２ｍ以上５ｍ以下        1         橋    

Y4DC111    

報告書作成
   １式   

Y3DC110    

報告書作成 幅員４ｍ程度から16ｍ程度
橋長２ｍ以上10ｍ以下       30         橋    

Y4DC111    

打合せ協議
   １式   

Y3DC110    



                                        

05-00000000000-40                               

工事区分(項目)・工種・種別・細別 規　格 単  位 数量（前回）数量（今回） 　摘　　要

数量総括表 

打合せ協議
       1         式    

Y4DC111    

＊＊直接人件費＊＊　　　　　　　　　　　
　１式　　

＊＊事務用品費＊＊　　
　１式　　

＊＊事務用品費＊＊　　　　　　　　　　  

＊＊旅費交通費（設計）
　１式　　

＊＊旅費交通費（設計）＊＊　　　　　　  

＊＊成果品作成費（その
　１式　　

＊＊成果品作成費（その他の設計業務）＊＊

＊＊成果品作成費合計＊＊
　１式　　

＊＊直接経費（積上計上）＊＊
　１式　　

＊＊直接原価＊＊
　１式　　

＊＊その他原価＊＊　　　　　　　　　　
　１式　　

＊＊業務原価＊＊
　１式　　

＊＊一般管理費等＊＊　　　　　　　　　
　１式　　

＊＊業務価格＊＊
　１式　　

＊＊業務価格計＊＊
　１式　　



道路メンテ 橋梁定期点検業務委託その３ 特記仕様書 

 

第１条（適用） 

 道路メンテ 橋梁定期点検業務委託その３ 特記仕様書（以下「本仕様書」という。）は、足利市（以

下「甲」という。）が実施する「道路メンテ 橋梁定期点検業務委託その３（以下「本業務」という。）

に適用する。なお、この仕様書に記載にない一般事項については、栃木県業務委託共通仕様書によるも

のとする。 

第２条（業務の目的） 

 本業務は、道路法施行規則第４条の５の６の規定に基づき、道路橋の定期点検を近接目視により実施

し、その健全性の診断を行い、その結果を記録することを目的とする。 

第３条（業務の期間） 

 令和６(2024)年３月 27 日までとする。ただし、業務途中においても甲の指示により成果品の一部に

ついて提出を求めることがある。 

 また、本業務は標準的な工期が確保されていないため、本市議会の承認を得られた場合には工期を変

更する予定である。 

第４条（関係官公署への手続き） 

 本業務のために必要な関係官公署等に対する手続きは、甲と受注者（以下「乙」という。）において

協議の上、乙において迅速に処理しなければならない。 

第５条（準拠する法令、図書等） 

 本業務は、本仕様書によるほか下記の関係法令等に準拠して行うものとする。 

 （１） 道路法（昭和 27 年法律第 180 号） 

 （２） 道路法施行令（昭和 27 年政令第 479 号） 

 （３） 道路法施行規則（昭和 27 年建設省令第 25 号） 

 （４） 道路橋定期点検要領（平成 31 年２月 国土交通省道路局） 

 （５） 足利市契約規則 

 （６） 栃木県業務委託共通仕様書 

 （７） その他関係する法令、規定、図書等 

第６条（土地の立入り） 

 乙は、甲が発行した身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければなら

ない。本業務遂行のための土地の立ち入りをするときは、予め関係者の同意を得て、関係者の立ち会い

を要する場合は、関係者立ち会いのもと調査を行うこと。 

第７条（土地の使用等） 

 乙は、立木等の除去又は土地若しくは工作物を一時使用するときは、所有者又は占用者の承諾を得て

行うものとする。ただし、この場合に生じた損失は、原則として乙が補償すること。 

第８条（秘密の保持） 

 乙は、本業務を通じて知り得た事項、情報等を他に漏らしてはならない。また、乙は甲の情報資産の

安全性を確保しなければならない。 

第９条（成果品の帰属） 

 本業務における成果品の版権は、全て甲に帰属するものとする。ただし、システムプログラム等の既

に著作権が発生している物件については適用外とする。 



 

 

第 10条（業務の内容） 

１ 定期点検を実施する道路施設 

  本市が管理する道路橋（別紙点検対象橋梁一覧参照） 

２ 業務内容 

  本業務は、国土交通省が平成 31 年２月に定めた道路橋定期点検要領（以下「点検要領」とする。）

に基づき、点検診断を実施するものとする。 

 （１） 計画準備 

     業務計画書作成、部材番号図の作成、現地調査及び関係機関との協議資料作成等を行う。 

    ① 業務計画書作成 

      業務計画書及び、詳細な橋梁毎の点検計画となる実施計画書の作成及び関連資料等の収集

を行い、甲に提出する。 

    ② 部材番号図の作成（架替等で作成が必要となった施設） 

      点検要領に従い部材番号図を Microsoft Word 又は Microsoft Excel 等にて作成する。 

    ③ 現地踏査 

      定期点検に先だって現地踏査を行い、橋梁の変状（劣化・損傷等）程度を把握する他、橋

梁の立地環境、交通状況、交通規制の要否、近接手段等について現場の概況を調査して記

録（写真撮影含む）する。 

    ④ 関係機関との協議 

      定期点検において必要な関係機関との協議並びに説明用資料の作成及び必要な資料等の

収集を行う。 

 （２） 定期点検・診断 

    ① 現地点検及び診断（健全性の診断） 

      点検要領に基づき、橋梁点検車、あるいは梯子等を用いて、橋梁点検を近接目視にて行う

とともに、点検対象部材の部材単位での健全性の診断と橋梁毎の健全性の診断を行う。 

      点検の結果、部材単位の健全性がⅣと診断された場合は、直ちに監督員に報告するととも

に、想定される当面の対応についても提案を行うものとする。 

      なお、点検を行う際に、架橋位置の地形、交通状況、添架物等により近接目視が困難な場

合は、甲と協議する。 

    ② 点検記録様式の作成とその他記録の補完 

      点検結果及び診断結果について、点検要領の記入例に基づきMicrosoft Excelにて作成し、

記録するものとする。 

      記録にあたっては、国土交通省の最新様式を利用し、別紙２ 点検記録様式 様式１、様

式２に記録する。 

      また、必要に応じて道路管理者が保有する橋梁台帳等の記載事項を補完するために、現地

計測等を行う。 

    ③ 報告書作成 

      点検結果について、橋梁アセットマネジメントを導入するための点検マニュアル（案）の

簡易点検に基づき、甲が貸与する「栃木県橋梁点検支援システムに橋梁基本情報（※１）、



橋梁写真（全景（２方向）、橋歴板等）及び定期点検結果を入力・整理し、点検結果に関す

る帳票類（Microsoft Excel で作成した点検表記録様式 様式１、様式２等）を出力すると

ともに、そのデータを適切な記録媒体（CD－R 等）に保存したものを提出する。 

      なお、本業務における成果品の版権は全て足利市に帰属するものとする。 

    ④ 打合せ協議 

      打合せは、業務着手時、各作業の中で主要な区切りの時点及び成果品納入時に行う。なお、

打合せ協議の記録は乙が作成し、打合せ協議後すみやかに甲の確認を得る。 

      ア 業務着手時 

業務計画書等をもとに、調査方法、内容等の打合せを行うとともに、橋梁点検に必要

な資料等の貸与を行う。 

      イ 中間打合せ 

        現地踏査終了時あるいは現地での点検終了時の区切りにおいて、中間打合せを１回行

うことを標準とする。中間打合せが２回以上必要な場合は、その回数について計上する。 

      ウ 成果品納入時 

        成果品のとりまとめが完了した時点で打合せを行うものとする。 

第 11条（橋梁点検員等） 

 本業務を実施する業務主任技術者及び照査技術者は、以下のいずれかを有するものとする。 

 （１） 技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート） 

 （２） 国土交通省登録技術者資格（橋梁（鋼橋）、橋梁（ｺﾝｸﾘｰﾄ橋）/点検・診断） 

  ※業務主任技術者と照査技術者の兼任は不可とする。 

第 12条（成果品） 

 本業務における成果品は、次のとおりとする。 

 ・報告書（点検結果総括表、橋梁位置図、点検調書、点検結果様式１、２、部材番号図）・・・２部 

 ・電子媒体（ＣＤ－R）・・・３部 

第 13条（資料の貸与） 

 貸与する図書及びその他の資料は、以下のとおりとする。 

 ・橋梁位置図（1/5000） 

 ・橋梁台帳資料 

 ・「橋梁アセットマネジメントを導入するための点検マニュアル（案）」 

 ・「橋梁点検支援システム（改良版）」（平成 27 年３月・栃木県県土整備部道路保全課） 

第 14条（安全管理） 

 乙は、交通状況に即した適切な保安施設を設けるなどして、安全管理に努めるものとする。なお、交

通誘導警備員の配置を要する際は、警備業法による警備員とし、現在、警備員の配置は見込んでいない

が、警察等の協議により変更が生じた場合等は別途協議する。 

第 15条（点検機械等） 

 点検に要する橋梁点検車、高所作業車の利用は予定していないが、点検の状況により変更が生じた場

合等は別途協議する。 

第 16条（その他） 

 本業務では、点検支援技術等の活用を検討し報告すること。 

第 17条（疑義等） 



 この特記仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、その都度、甲と乙が協議のうえ定めるもの

とする。 

 

 【注意事項】 

   「定期点検調書作成システム」に入力すべき情報は、点検結果様式１、２を作成するために必要

な以下のデータとする。 

 （※１）橋梁基本情報：橋梁コード、事務所コード、通し番号、橋梁名称、カナ、道路種別、

路線名称、路線番号、都道府県名、所在地、カナ、市町村名、橋梁種別、橋長、幅員、

緯度経度、架設年次、径間数、下部工基数、適用示方書、点検実施年月日、路下条件、

代替路の有無、占用物件名（その他の入力必須項目のうち、緊急輸送は「なし」、交通

量及び大型車交通量は「99,999,999」、DID 区分は「000」とする。） 

なお、上記以外に必要事項があれば記入すること。 




